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新型インフルエンザ等対策の実施に関する 

基本的な方針 
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第１章 

新型インフルエンザ等対策の目的及び実施に関する 

基本的な考え方等 
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第１節 

新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略 

 

新型インフルエンザ等の発生時期を正確に予知することは困難であり、その発生  

そのものを阻止することも不可能である。 

また、世界中のどこかで新型インフルエンザ等が発生すれば、我が国への侵入も避け

られない。病原性が高く、まん延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば 

市民の生命及び健康や、市民生活及び市民経済にも大きな影響を与えかねない。 

 

新型インフルエンザ等については、長期的には、市民の多くがり患するおそれがある

ものであるが、患者の発生が一定の期間に偏ってしまった場合は、医療提供体制の 

キャパシティを超えてしまうということを念頭に置きつつ、新型インフルエンザ等対策

を市の危機管理に関わる重要な課題と位置付け、次の２点を主たる目的として対策を

講じていく必要がある。 

 

 （１） 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。 

 

〇 感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療提供体制の整備やワクチンが 

  本市に供給されるまでの時間を確保する。 

 

〇 流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして、医療提供体制への負荷を軽減 

  するとともに、医療提供体制の強化を図ることで、患者数等が医療提供体制の 

  キャパシティを超えないようにすることにより、治療が必要な患者が適切な医療を

受けられるようにする。 

 

〇 適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 
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 （２） 市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。 

 

〇 国や県による施策の方向性等も踏まえながら、感染拡大防止と社会経済活動の 

  バランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行うことにより、市民生活及び社会経済

活動への影響を軽減する。 

 

〇 市民生活及び市民経済の安定を確保する。 

 

〇 地域における感染対策等により、欠勤者等の数を減らす。 

 

〇 事業継続計画の作成や実施等により、医療の提供の業務又は市民生活及び 

  市民経済の安定に寄与する業務の維持に努める。 
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第２節 

新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方 

 

新型インフルエンザ等対策は、発生の段階や状況の変化に応じて、柔軟に対応して 

いく必要があることを念頭に置かなければならない。 

過去の新型インフルエンザや新型コロナのパンデミックの経験等を踏まえると 

特定の事例に偏重して準備を行うことは、大きなリスクを背負うことになりかねない。 

 

市においては、政府行動計画や県行動計画に基づき実施される対策と連携し、 

新型インフルエンザ等の発生前から流行状況が終息するまでの状況に応じて 

一連の流れを持った対策を実施する。 

 

なお、実際に新型インフルエンザ等が発生した際には、感染症の特徴、病原体の性状

（病原性、感染性、薬剤感受性等）、流行の状況、地域の実情その他の状況を踏まえ、人

権への配慮や、対策の有効性・実行可能性並びに対策そのものが市民生活及び市民経

済に与える影響等を総合的に勘案し、市行動計画で記載するものの中から、実施すべ

き対策を選択し決定する。 

 

 市民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフルエンザ

等への対策は、不要不急の外出の自粛要請、施設の使用制限等の要請、各事業者に 

おける業務縮小等による接触機会の抑制等の医療対応以外の感染対策と､ワクチンや

治療薬等を含めた医療対応を組み合わせて総合的に行うことが必要である。 

 

特に医療対応以外の感染対策については、社会全体で取り組むことにより、効果が

期待されるものであり、全ての事業者が自発的に職場における感染予防に取り組む 

ことはもちろん、感染拡大を防止する観点から継続する重要業務を絞り込む等の対策

を実施することについて積極的に検討することが重要である。 

 

事業者の従業員のり患等により、一定期間、事業者のサービス提供水準が相当程度

低下する可能性があることについて周知し、市民の理解を得るための呼び掛けを行う

ことも必要である。 
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また、新型インフルエンザ等のまん延による医療提供体制の限界や社会的混乱を 

回避するためには、国、県、市、指定（地方）公共機関による対策だけでは限界があり、 

事業者や市民一人一人が、感染予防や感染拡大防止のための適切な行動や、備蓄等の

準備を行うことが必要である。 

 

新型インフルエンザ等対策は、日頃からの手洗いやマスク着用等の咳エチケット等の

季節性インフルエンザ等の呼吸器感染症に対する対策が基本となる。特にワクチンや

治療薬がない可能性が高い新興感染症等が発生した場合は、公衆衛生対策がより重要

である。 
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第３節 

様々な感染症に幅広く対応できるシナリオ 

 

 （１） 有事のシナリオの考え方 

過去に流行した新型インフルエンザや新型コロナ等以外の呼吸器感染症も念頭に 

中長期的に複数の感染の波が生じることも想定し、幅広く対応できるシナリオとする

ため、以下の①から④までの考え方を踏まえて、有事のシナリオを想定する。 

 

①  特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新型インフルエンザや

新型コロナ等以外の新たな呼吸器感染症等が流行する可能性を想定しつつ、病原

体の性状に応じた対策等についても考慮する。 

 

②  病原体について限られた知見しか明らかになっていない発生初期には、感染 

拡大防止を徹底し、流行早期での収束を目標とする。 

 

③  科学的知見の集積による病原体の性状の把握、検査体制や医療提供体制の整備、

ワクチンや治療薬の普及等の状況の変化や社会経済等の状況に合わせ、適切な 

タイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替えることを基本とする。 

 

④  病原体の変異による病原性や感染性の変化及びこれらに伴う感染拡大の繰り 

返しや対策の長期化も織り込んだ想定とする。 

 

 新型インフルエンザ等対策の各対策項目については、予防や準備等の事前準備の 

部分である準備期と、発生後の対応のための部分である初動期及び対応期の大きく 

３つに分けた構成とする。 
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【新型インフルエンザ等発生時の発症者数のイメージ】 

※ 実際の感染症危機においては様々なパターンが想定される。 

 

引用：内閣感染症危機管理統括庁 資料 

 

 （２） 感染症危機における有事のシナリオ（時期ごとの対応の大きな流れ） 

感染症の特徴、感染症危機の長期化、状況の変化等に応じて幅広く対応するため、 

初動期及び対応期を、対策の柔軟かつ機動的な切替えに資するよう、以下のように 

区分し、時期ごとの対応の特徴も踏まえ、感染症危機対応を行う。 

 

 初動期 

初動期は、感染症の急速なまん延及びその可能性のある事態を探知して以降 

政府対策本部が設置されて基本的対処方針1が定められ、これが実行されるまでの 

間である。 

 

この時期は、感染症の特徴や病原体の性状（病原性、感染性、薬剤感受性等）を 

明らかにしつつ、感染拡大のスピードをできる限り抑えて、感染拡大に対する準備を 

行う時間を確保するため、新型インフルエンザ等の特徴や事態の推移に応じて迅速 

かつ柔軟に対応する。 

 
1 政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針（以下「基本的対処方針」という）を 

定める。基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定める。 

一 新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実 

二 当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針 

三 新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項 

基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、専門家（新型インフルエンザ等対策推進会議）の意見を聴かなければな 

らない。また、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。 
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 対応期 

基本的対処方針が実行されてからの対応期については、対策の切替えの観点から 

時期を区分している。 

 

 

封じ込めを念頭に対応する時期 

病原体の性状について限られた知見しか得られていない中で、諸外国における感染

動向等も考慮しつつ、まずは封じ込めを念頭に対応する。 

 

この段階で新型インフルエンザであることが判明した場合は、抗インフルエンザウイ

ルス薬やプレパンデミックワクチン等の対応を開始し、検査・診療により感染拡大防止

を図ることができる可能性があることに留意する。 

 

病原体の性状等に応じて対応する時期 

感染の封じ込めが困難な場合は、知見の集積により明らかになる病原体の性状等を

踏まえたリスク評価に基づき、感染拡大のスピードや潜伏期間等を考慮しつつ確保 

された医療提供体制で対応できるレベルに感染拡大の波（スピードやピーク等）を抑制

するべく、感染拡大防止措置等を講ずることを検討する。 

 

ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期 

ワクチンや治療薬の普及等により、新型インフルエンザ等への対応力が高まることを

踏まえて、科学的知見に基づき対策を柔軟かつ機動的に切り替える。 

ただし、病原体の変異により対策を強化させる必要が生じる可能性も考慮する。 

 

特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期 

最終的に、ワクチン等により免疫の獲得が進むこと、病原体の変異により病原性や 

感染性等が低下すること及び新型インフルエンザ等への対応力が一定水準を上回る 

ことにより、特措法によらない基本的な感染症対策（出口）に移行する。 
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この初動期から対応期までの時期ごとの感染症危機対応の大きな流れに基づき、 

それぞれの時期に必要となる対策の選択肢を定める。 

 

特に対応期の「病原体の性状等に応じて対応する時期」においては、病原性や感染性

等の観点からリスク評価の大括りの分類を行った上で、それぞれの分類に応じ各対策

項目の具体的な内容を定める。 

 

病原性や感染性等の観点からのリスク評価の大括りの分類に応じた対策を定めるに

当たっては、複数の感染の波への対応や、対策の長期化、病原性や感染性の変化の 

可能性を考慮する。 

 

また、対応期の「ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期」については 

ワクチンや治療薬の有無や開発の状況等によっては、こうした時期が到来せずに 

対応期の「特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期」を迎えることも 

想定される。 

 

また、感染や重症化しやすい集団（こども・若者・高齢者等）によって社会や医療への

影響が異なるため、それぞれの特性に応じた準備と介入方法により対策を策定する。 
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